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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
１以上のビルと、該ビルが配置される敷地と、該敷地内に配置される風力発電手段と太陽
光発電手段の２種類の発電手段とからなる複合発電手段と、該複合発電手段についての発
電評価指数を算出する発電指数算出手段と、電力消費形態データベースから構成される発
電評価システムであって、
前記発電指数算出手段が、気象条件と、施設条件と、電力消費形態に基づいて前記複合発
電手段について１以上の発電評価指数を算出し、
前記気象条件が時間的に変動する風速、風向、日射時間帯、日射強度、気温を含み、
前記施設条件がビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積を含み、
前記２種類の発電手段の何れか一方の発電手段に設定される規制条件が、他方の発電手段
に設定される前記規制条件を規制し、
前記規制条件が少なくとも太陽光パネルの表面温度、太陽光パネル表面の風速（風力）、
ビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積であることを特徴とする発電評価システム。
【請求項２】
前記発電評価指数算出手段が、３次元流体解析ソフトを用い、少なくとも時間変動する気
象条件の風速、風向および施設条件のビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積を考慮
した風力発電手段に関する発電評価指数を算出することを特徴とする請求項１に記載の発
電評価システム。
【請求項３】
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前記発電評価指数算出手段が、前記太陽光発電手段の発電評価指数を算出するに当たり、
少なくとも時間変動する太陽光パネルの表面温度、太陽光パネル表面の風速（風力）を考
慮した太陽光発電手段に関する発電評価指数を算出することを特徴とする請求項１又は２
の何れか１項に記載の発電評価システム。
【請求項４】
前記異なる消費形態に関する電力消費形態データベースと前記発電指数算出手段に基づき
算出した発電指数を有する複合発電手段との時間的、季節的変動対応性を評価することを
特徴とする請求項１に記載の発電評価システム。
【請求項５】
前記２種類の発電手段の何れか一方の発電手段に設定される前記気象条件と前記施設条件
が、他方の発電手段に設定される前記気象条件と前記施設条件を規制する因子として、太
陽光パネルの表面温度、太陽光パネル表面の風速（風力）、ビルサイズ、ビル棟数、ビル
配置、敷地面積を考慮することを特徴とする請求項１に記載の発電評価システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、気象条件として時間的に変動する風速、風向、日射時間帯、日射強度、気温
を、また施設条件としてビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積をそれぞれ考慮した
風力発電手段と太陽光発電手段の２種類の発電手段とからなる複合発電手段について、異
なる消費形態に対応して敷設条件や運転条件を評価できる発電評価システムである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化石燃料代替エネルギー資源の開発、および二酸化炭素削減の観点から、太陽光
、風力、地熱あるいはバイオマスといった各種再生可能エネルギーを利用して発電を行う
技術開発が積極的に推進されている。
【０００３】
　再生可能エネルギーの一種である風力発電手段は、一般的には、自然環境をそのまま利
用して、周囲に建物等の人工の大型構造物が設置されていない丘陵部、尾根、沿岸部等を
立地場とし、ここに大型の風車を設置する方法が採られている。
【０００４】
　また、太陽光発電手段は、一般的には、一般住宅やビルの屋上や壁面に設置され、気象
条件に対して太陽光発電手段単独での発電および電力供給する方法が採られている。
【０００５】
　一方、風力発電手段や太陽光発電手段といった再生可能エネルギーによる発電を積極的
に活用した街づくりとして、スマートシティ開発が国内外で進められつつある。
【０００６】
　風力発電手段や太陽光発電手段を積極的に都市に敷設するためには、都市を構成する１
以上のビルと、該ビル全体が配置される敷地について、気象条件や施設条件を勘案して、
風力発電手段と太陽光発電手段のいずれの発電手段も好適条件で発電できるのが望ましい
。
【０００７】
　一方、都市を構成するビルの利用形態は、オフィス、学校、病院、ホテル、食品スーパ
ーなど種々あり、その電力消費特性はそれぞれ異なる。また、ビルの立地条件によっても
異なり、さらには季節、時間によっても変動する。
【０００８】
　風力発電手段や太陽光発電手段といった再生可能エネルギーは気象条件と施設条件によ
って発電特性が変化するため、時間的および季節的に変動する異なる電力消費形態に調和
した発電、電力供給方法を構築しないと、電力の需要と供給にミスマッチが生じる。
【０００９】
　非特許文献１では、風力発電装置、太陽光発電装置、太陽熱集熱装置（温水等製造装置
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）ならびにコージェネレーション装置を単用、併用、若しくは合用（ハイブリッド装置の
場合）するシステムのそれぞれの装置規模構成および運転方法をシミュレーションするソ
フトウェアが提案されている。
【００１０】
　非特許文献２では、建築物群の配置と形状により、建築物群として建築物周辺の風の流
れを制御し、建築物周辺に風力発電に必要な強風域を発生させ、建築物周辺に生じる強風
を電気エネルギーに効率的に変換することができるようにしたシステムが提案されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００８－８３９７１
【特許文献２】特開平１１－１９３７７３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、非特許文献１および２に記載のシステムでは、それぞれの発電手段に同
時に影響する因子（気象条件および施設条件）について考慮して、発電評価指数を算出す
ることは行われていない。
【００１３】
　また、異なる電力消費形態に基づく電力量の需要データベースと照合して、時間的およ
び季節的に変動する異なる電力消費形態に調和した、風力発電手段と太陽光発電手段の２
種類の発電手段に関して同時に発電、電力供給する方法を提案することは行われていない
。
【００１４】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、１以上
のビルと、該ビルが配置される敷地と、該敷地内に配置される風力発電手段と太陽光発電
手段の２種類の発電手段とからなる複合発電手段について、気象条件と施設条件に基づい
て、異なる消費形態に調和する敷設条件や運転条件を提案するシステムを提供することに
ある。
【００１５】
本発明の発電評価システムはスマートシティ基本ユニットモデルを提供するためのツール
として活用することができる。
 
【課題を解決するための手段】
【００１６】
 請求項１に記載の発明は、１以上のビルと、該ビル全体が配置される敷地と、該敷地内
に配置される風力発電手段と太陽光発電手段の２種類の発電手段とからなる複合発電手段
と、該複合発電手段についての発電能力を評価する発電評価指数算出手段と、異なる消費
形態に関する電力使用データベースから構成される発電評価システムであって、気象条件
と施設条件に基づいて前記複合発電手段について１以上の評価値を出力し、
前記気象条件が時間的に変動する風速、風向、日射時間帯、日射強度、気温を含み、
前記施設条件がビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積を含み、
前記２種類の発電手段の何れか一方の発電手段に設定される規制条件が、他方の発電手段
に設定される前記規制条件を規制し、
前記規制条件が少なくとも太陽光パネルの表面温度、太陽光パネル表面の風速（風力）、
ビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積であることを特徴とする。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、３次元の流体解析ソフトを用いて、異なる気象条件の風速、
風向および異なる施設条件のビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積を考慮した風力
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発電手段に関する発電評価指数を算出することが可能である。
【００１８】
　請求項３に記載の発明は、前記３次元の流体解析ソフトによる流体解析により、気象条
件および施設条件によっては複数のビル間を風が通過することで通過前よりも高い風速が
得られ、ビルを設置していない条件よりも高い風速を得ることが可能になる。
【００１９】
本流体解析により、良好な風力発電評価指数や悪い風力発電評価指数を得る気象条件およ
び施設条件を評価することが可能になる。
【００２０】
また、風力発電手段を敷設した後の気象条件および施設条件下において、太陽光発電手段
を敷設した際の発電評価指数を算出し、双方の発電手段が好適運転条件或いは、不適運転
条件であるかどうかを発電評価指数に基づいて評価することが可能である。
【００２１】
 請求項４に記載の発明では、一般家庭、学校、オフィス、卸・小売店、ホテル・旅館、
食品スーパー、飲食店、医療機関など、施設により特有の電力消費形態について、予め諾
成されたデータベースを用い、発電評価指数算出手段が発電評価指数の算出を行う。
【００２２】
本発明により、複合発電手段の時間的、季節的変動対応性を評価することを可能としてい
る。
【００２３】
請求項５に記載の発明は、風力発電手段を敷設した後の気象条件および施設条件下におい
て、太陽光発電手段を敷設の際に気象条件と施設条件を規制する因子として太陽光パネル
の表面温度、太陽光パネル表面の風速（風力）、ビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地
面積を考慮した発電評価指数算出が可能である。
 
【００２４】
本発明により、双方の発電手段が同時に好適運転条件、或いは、いずれか、もしくは両方
が不適運転条件であるかどうかを発電評価指数に基づいて評価することが可能である。
 
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、強風域でない地域において、ビルの施設条件によって、良好な風力発
電評価指数を得ることができ、さらには同一気象条件および施設条件において、良好な太
陽光発電指数を得ることができる。
【００２６】
異なる利用形態の電力需要データベースとこの複合発電手段を照合することで、複合発電
手段をイニシャルコスト、ランニングコスト、複合発電手段による自給率などを考慮して
、合理的かつ効率的に運転することを可能にするモデルが提案できる。
 
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】発電評価システムの構成。
【図２】基本ユニット例。
【図３】計算モデル例および計算条件例。
【図４】計算対象風車のハブ高さでの計算結果の一例。
【図５】ビル後方の風車設置想定位置での風速分布の計算結果の一例。
【図６】ビル配置を変化させた風速分布の計算結果の一例。
【図７】対象風車のパワーカーブ近似曲線。
【図８】風向・風速分布データの一例。
【図９】年間発電電力量の計算結果の一例。
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【図１０】ビルモデル屋上面積（敷地面積）に設置可能太陽光発電パネル枚数の評価例。
【図１１】太陽光発電手段による発電電力量の計算結果の一例。
【図１２】消費電力量と太陽光発電手段による発電電力量の比較結果の一例。
【図１３】食品スーパーの単位床面積当たり消費電力量と太陽光発電手段による単位床面
積当たり発電電力量の比較結果。
【図１４】複合発電電力量と一般家庭の消費電力量の相対的な比率の時間変化。
【図１５】消費電力量に対する複合発電電力量の自給率の時間変化。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
本発明の発電評価システムの構成を図１に示す。発電評価システム１０は、インターフェ
ース部１１、施設条件設定部１２、風力発電パラメータ設定部１３、変換テーブル１４、
太陽光発電パラメータ設定部１５、風力発電評価部１６、太陽光発電評価部１７、消費形
態データベース１８、発電評価指数算出部１９から構成され、発電評価指数は次の手順で
算出される。
【００２９】
まず、インターフェース部１１で施設の概略条件および、最終結果として入手したい発電
評価指数の種類（自給率など）を入力する。施設条件設定部１２はインターフェース部１
１の入力値に基づいて、ビルサイズ、棟数、配置、方位などについて複数の施設条件テー
ブル１２ａを作成する。
【００３０】
次いで風力発電パラメータ設定部１３では、施設条件設定部１２で作成された施設条件テ
ーブル１２ａに対応させた風力発電パラメータを設定する作業を行い、風力発電条件テー
ブル１３ａを作成する。
【００３１】
次いで太陽光発電パラメータ設定部１５は、風力発電テーブルと設備テーブルと、変換テ
ーブル１４とを用い太陽光発電テーブルを作成する。ここに、変換テーブル１４は、風力
発電が太陽光発電を規制するための変換テーブルであり、設備テーブルに基づいて風力発
電が太陽光発電を規制する変換値が、実験やシミュレーションなどにより予め求められ、
変換テーブルに格納されている。なお、変換テーブルは関数として与えられていてもよい
。
【００３２】
風力発電評価部１６は、風力発電条件テーブル１３ａと気象条件データベース１８に登録
された気象条件データを用い風力発電量を計算する。同様に、太陽光発電評価部１７は太
陽光発電条件テーブル１５ａと気象条件データベース１８に登録された気象条件データを
用い太陽光発電量を計算する。これら発電量を発電評価指数とする。
【００３３】
最後に、発電指数算出部２０が風力発電量と太陽光発電量とについて、消費形態データベ
ース１９に登録された消費形態について、発電評価指数を算出し出力２１を出力する。発
電評価指数が自給率の場合、出力値は自給率になる。
【実施例１】
【００３４】
　図２～図６は、気象条件として時間変動する風速、風向および施設条件としてビルサイ
ズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積を考慮して、３次元流体解析ソフトによる流体解析を
行い、ビル周囲の風速分布を計算した実施形態を示している。
【００３５】
対象風車を、定格出力50kW、カットイン風速3.0m/s、定格風速10.0m/s、ハブ高さ30m、ロ
ーター直径18m、風車の全長39mとしている。
【００３６】
ビル高さは風車全長を考慮して40mとし、ビルの敷地面積を20m×20mもしくは10m×40m、1
世帯の床面積を10m×10m、ビルの1階の高さを4mとしている。
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【００３７】
図２は、ビル周囲の風速分布計算を行う際の計算モデルの基本ユニット例であり、複数の
ビルの後流に風車を設置することを想定し、この風力発電手段による発電電力をビルの電
力需要に対応すべく供給する。
【００３８】
図３は、ビル周囲の風速分布計算を行う際の計算モデル例および計算条件例であり、流体
解析はこれらのモデルおよび計算条件を用いて行う。
【００３９】
図４は、ビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積を考慮して行った計算対象風車のハ
ブ高さでの計算結果の一例である。
【００４０】
図５は、ビルサイズ、ビル棟数、ビル配置、敷地面積を考慮して行ったビル後方の風車設
置想定位置での風速分布の計算結果の一例である。
【００４１】
図６は、施設条件としてビル配置を変化させたモデルの流体解析で得られた風速分布の一
例である。
【００４２】
複数のビル間を風が通過することで通過前よりも高い風速が得られ、具体的には図４～図
６で示すように流入風速10.0m/s以上の風速域が確認されている。
【実施例２】
【００４３】
　図７～図９は、第１の実施形態で得られたビル後方20m、30m、40mの位置の風速分布を
基に、その各位置に風車を設置することを想定して、異なる気象条件での発電電力量を算
出する実施形態である。
【００４４】
図７は、対象風車の風速分布から発電量（出力）を計算する際のパワーカーブ近似曲線を
示しており、風速3.0m/s～10.0m/sについてW = 59.075u3+62.619u2-33.433u、風速10.0m/
s～19.0m/sについてW = -793.94u+61012（W：発電量（出力）[W]、u：風速[m/s]）である
。
【００４５】
ビル後方20m、30m、40mの位置での風速分布を基に、風車の受風面での平均風速を求め、
この平均風速をパワーカーブ近似曲線に代入することで発電量（出力）を算出する。
【００４６】
図８および図９は、第１の実施形態で得られた流体解析の結果を異なる気象条件に適用し
て、年間の発電電力量を算出した実施形態である。
【００４７】
図８は、NEDO局所風況マップシステムより得た風向・風速分布データの一例（三重、福島
）であり、本データから、各地域の風速頻度を第１の実施形態で得られた流体解析の流入
風条件に適用し、それぞれの風速頻度の合算が1になるとして、発電電力量を次式より算
出している。Q = W×P×365×24（Q：年間発電電力量[Wh]、P：風速出現率[-]、365：1年
の日数、24：1日の時間数）。
【００４８】
図９は、NEDO局所風況マップシステムより得た風向・風速分布データと流体解析で得られ
た風速分布を基にパワーカーブ近似曲線から算出した年間発電電力量の一例である。
【実施例３】
【００４９】
　図１０は、風速分布計算に用いたビルモデルの20m×20mの屋上面積（敷地面積）に設置
可能な太陽光発電パネルの枚数について、現在各メーカーで製造・市販されている代表的
なものについて比較し、発電量が最大となるものを選定した実施形態である。ここでは、
隙間なく水平に設置することを想定している。
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【００５０】
図１１は、気象庁のデータベースおよびNEDO技術開発機構全国日射量平均値データマップ
（METPV－3）より算出した太陽光発電手段による発電電力量の一例である。
【００５１】
図１１では、図１０で最適と選定した太陽光発電パネルの種類および設置枚数より求まる
システム容量67.6kWを基に、異なる気象条件として日射時間帯、日射強度、太陽光パネル
表面の温度と風速（風力）を、また太陽光発電の発電電力量の損失因子として温度上昇損
失、パワーコンディショナ損失、配線・受光面の汚れ損失を考慮して、発電電力量を算出
している。ここで、温度上昇損失係数X算出の際には、太陽光パネル表面の温度と風速（
風力）を考慮している。
【００５２】
図１１に示す発電電力量は次式にて算出する。Ep = H×Wp×K×365÷1（Ep：年間発電電
力量[kWh/year]、H：設置面の1日当たりの年平均日射量[kWh/m2/day]、Wp：システム容量
[kW]、K = (1-X)(1-Y)(1-Z)、X：温度上昇による損失[-]、X = (TPA－25)×(－0.35) [%/
℃]、TPA = TA + [A/(B×V0.8 + 1)+2]×GA－2、TPA：太陽電池モジュール温度[℃]、TA
：外気温度[℃]、A：46、B：0.41、V：風速[m/s]、GA：日射強度[kW/m2]、Y：パワーコン
ディショナによる損失[-]、Z：配線・受光面の汚れ等の損失[-]、365：年間の日数[day]
、1：標準状態における日射強度[kW/m2]）（引用文献：「太陽光発電導入ガイドブック」
、NEDO技術開発機構、1999；「平成15年度新発電システム等調査研究～建物一体型太陽光
発電（PV）システムの標準化に関する調査研究～成果報告書」　社団法人日本電機工業会
、2005；「高効率HIT太陽電池」、川本訓裕、中谷志穂美、萩原龍蔵、中井拓夫、馬場俊
明、SANYO TECHNICAL REVIEW、Vol.34、No.1、2002）
【実施例４】
【００５３】
　図１２は、風速分布計算および風力発電手段による発電電力量算出に用いた施設条件を
設定したビルモデル20m×20m×40m（40世帯）について、2011年夏の東京と名古屋の気象
条件を基に算出した太陽光発電手段による発電電力量と東京電力管内における2011年夏の
一般家庭の消費電力量を拡張した値とを比較した実施形態である。
【００５４】
図１２では、資源エネルギー庁データベースより得た消費電力量と気象庁データベースよ
り得た気象条件を用いて得た結果について比較している。
【００５５】
図１２では、例えば8時～17時までの太陽光発電手段による発電電力量は消費電力量の約3
0%～70%を自給可能であるが、20時～5時までは自給率0%ということが示されている。
【００５６】
図１３は、時間的および季節的に変動する異なる電力消費形態の一例として食品スーパー
の単位床面積当たりの消費電力量を求め、風速分布計算および風力発電手段による発電電
力量算出に用いた異なる気象条件および施設条件での発電評価指数の算出例として、図１
２で示した2011年夏の東京と名古屋の気象条件を基に算出した太陽光発電の単位床面積当
たりの発電電力量を比較した実施形態である。
【００５７】
図１３では、資源エネルギー庁データベースより得た消費電力量と図１２で示した太陽光
発電手段による発電電力量を単位床面積当たりで比較している。
【００５８】
図１４は、風速分布計算および風力発電手段による発電電力量算出に用いた施設条件を設
定したビルモデル20m×20m×40m（40世帯）の3棟（120世帯）の屋上面積（敷地面積）全
てに太陽光発電パネルを設置し、さらにビル後方に風車2台を設置した場合について気象
条件を考慮して求めた複合発電手段による発電電力量と一般家庭の消費電力量に関して、
その相対的な比率を40世帯当たりの時間変化で示したものである。
【００５９】
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まず施設条件を変化させて好適風速分布が得られるビルモデルを選定し、次に風力発電手
段で好適発電運転が行えることが判明した施設条件のビルモデルについて、屋上面積（敷
地面積）全てに太陽光発電パネルを設置するとして、好適発電運転が行える太陽光発電パ
ネル設置条件を選定する。
【００６０】
その後、風力発電手段と太陽光発電手段でさらに好適発電運転が行える気象条件を選定し
、複合発電手段による発電電力量を算出している。
【００６１】
図９で示した発電電力量は年間積算値であり、365日×24時間で除して1時間当たりの発電
電力量を求めると、ビル後方20m、30m、40mの位置に風車を設置した場合、1時間当たりの
発電電力量は約10kWhとなる。
【００６２】
図２に示すモデルのように、ビル3棟、風車2台の組み合わせで消費電力量と発電電力量を
比較すると、ビル3棟（120世帯）の消費電力量および太陽光発電手段による1時間当たり
の発電電力量は、図１２に示したグラフの値をそれぞれ3倍すれば得られる。
【００６３】
図１２のグラフに示された太陽光発電による発電電力量に風車2台の発電電力量20kWhを2/
3倍した値を加えることで、風力発電手段と太陽光発電手段の複合発電手段による1時間当
たりの発電電力量と図１２のグラフに示された消費電力量の時間変化を相対的に比較する
ことが可能となり、図１４にはそのグラフを示している。
【００６４】
図１４より、風力発電手段と太陽光発電手段の複合発電手段により、どの程度消費電力量
を賄えるか自給率の算出が可能である。
【００６５】
図１５は、図１４に示した消費電力量に対する複合発電の発電電力量の自給率を時間変化
で示した実施形態である。
【００６６】
複合発電手段の自給率は12時の時点で約80%程度自給可能となり、消費電力量が最大とな
る20時の時点でも約10%自給可能となる。また、太陽光発電手段の自給率が0%であった20
時～5時についても、自給率は約10%～20%自給可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明により、異なる消費形態に対応し、かつ気象条件や施設条件を考慮した風力発電
手段と太陽光発電手段の同時好適運転を実現することが可能であり、スマートシティ構想
実現のための基本ユニットモデル手段として有効に活用できる。
 
【符号の説明】
【００６８】
　　　１０　発電評価システム
　　　１１　インターフェイス部
　　　１２　施設条件設定部
　　　１３　風力発電パラメータ設定部
　　　１４　変換テーブル
　　　１５　太陽光発電パラメータ設定部
　　　１６　風力発電評価部
　　　１７　太陽光発電評価部
　　　１８　気象条件データベース
　　　１９　消費形態データベース
　　　２０　発電評価指数算出部
　　　２１　出力
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